
 

食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
地
方
公
共
団
体
の
責
務
に
関
す
る
事
項 

一 

市
町
村
は
、
そ
の
区
域
内
に
お
け
る
一
般
廃
棄
物
に
該
当
す
る
食
品
循
環
資
源
に
つ
い
て
、
そ
の
再
生
利
用
に
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
（
第
六
条
第
一
項
関
係
） 

二 

都
道
府
県
は
、
市
町
村
に
対
し
、
一
の
責
務
が
十
分
達
成
さ
れ
る
よ
う
に
必
要
な
技
術
的
援
助
を
与
え
る
こ
と
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
（
第
六
条
第
二
項
関
係
） 

第
二 

市
町
村
の
再
生
利
用
の
実
施
に
関
す
る
事
項 

一 

市
町
村
基
本
計
画 

 

市
町
村
は
、
一
般
廃
棄
物
に
該
当
す
る
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
基
本
方
針
に
即
し

て
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
一
般
廃
棄
物
に
該
当
す
る
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
に
関
す
る
基
本
計
画
（
以
下

「
市
町
村
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
二
第
一
項
関
係
） 

 

市
町
村
基
本
計
画
に
お
い
て
は
、
当
該
市
町
村
が
行
う
そ
の
区
域
内
の
一
般
廃
棄
物
に
該
当
す
る
食
品
循
環
資
源
の

再
生
利
用
に
関
し
、
食
品
廃
棄
物
等
（
一
般
廃
棄
物
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
排
出
量
の
見
込
み



 

及
び
排
出
さ
れ
る
食
品
廃
棄
物
等
に
係
る
食
品
循
環
資
源
の
量
の
見
込
み
そ
の
他
の
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
一
般
廃
棄
物
に
該
当
す
る
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
と
併
せ
て
行

う
べ
き
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
の
抑
制
及
び
減
量
の
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
） 

二 

市
町
村
分
別
収
集
計
画 

 

市
町
村
は
、
市
町
村
基
本
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
市
町
村
が
行
う
そ
の
区
域
内
の
食
品
廃
棄
物
等
の
分
別
収

集
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
市
町
村
分
別
収
集
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
（
第
十
九
条

の
三
第
一
項
関
係
） 

 

市
町
村
分
別
収
集
計
画
に
お
い
て
は
、
当
該
市
町
村
が
行
う
そ
の
区
域
内
の
食
品
廃
棄
物
等
の
分
別
収
集
に
関
し
、

当
該
食
品
廃
棄
物
等
の
収
集
に
係
る
分
別
の
区
分
そ
の
他
の
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
三
第

二
項
関
係
） 

三 

食
品
廃
棄
物
等
の
分
別
収
集 

 

市
町
村
は
、
市
町
村
分
別
収
集
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
に
従
っ
て
食
品
廃
棄
物
等
の
分
別
収
集
を
し
な
け
れ



 

ば
な
ら
な
い
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
四
第
一
項
関
係
） 

 
市
町
村
は
、
食
品
廃
棄
物
等
の
分
別
収
集
を
す
る
と
き
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
食
品
廃
棄
物
等
を
排

出
す
る
者
が
遵
守
す
べ
き
分
別
、
保
管
及
び
排
出
方
法
の
基
準
を
定
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
周
知
さ
せ
る
た
め
に
必

要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
四
第
二
項
関
係
） 

 

の
分
別
、
保
管
及
び
排
出
方
法
の
基
準
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て

に
よ
る
分

別
収
集
に
係
る
食
品
廃
棄
物
等
を
排
出
す
る
者
は
、
当
該
基
準
に
従
い
、
食
品
廃
棄
物
等
を
適
正
に
分
別
し
、
保
管
し
、

か
つ
、
排
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
四
第
三
項
関
係
） 

四 

市
町
村
再
生
利
用
計
画 

 

市
町
村
は
、
市
町
村
分
別
収
集
計
画
を
定
め
る
と
き
は
、
当
該
市
町
村
が
そ
の
区
域
内
で
分
別
収
集
を
し
た
食
品
廃

棄
物
等
に
係
る
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
の
実
施
及
び
こ
れ
に
よ
り
得
ら
れ
た
特
定
肥
飼
料
等
の
利
用
に
関
す
る
計

画
（
以
下
「
市
町
村
再
生
利
用
計
画
」
と
い
う
。
）
を
併
せ
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
五
第

一
項
関
係
） 

 

市
町
村
再
生
利
用
計
画
に
お
い
て
は
、
当
該
市
町
村
が
そ
の
区
域
内
で
分
別
収
集
を
し
た
食
品
廃
棄
物
等
に
係
る
食



 

品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
の
実
施
及
び
こ
れ
に
よ
り
得
ら
れ
た
特
定
肥
飼
料
等
の
利
用
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
五
第
二
項
関
係
） 

五 

市
町
村
の
再
生
利
用 

 

食
品
廃
棄
物
等
の
分
別
収
集
を
し
た
市
町
村
は
、
市
町
村
再
生
利
用
計
画
に
従
い
、
分
別
収
集
を
し
た
食
品
廃
棄
物

等
に
係
る
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
六
第
一
項
関
係
） 

 

市
町
村
は
、

の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
肥
飼
料
等
の
製
造
を
他
人
に
委
託
し
、
又
は
食
品
循
環
資
源
を
特
定
肥
飼

料
等
の
製
造
を
行
う
者
に
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
登
録
再
生
利
用
事
業
者
の
活
用
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。
（
第
十
九
条
の
六
第
三
項
関
係
） 

六 

国
庫
補
助 

 
 

国
は
、
市
町
村
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
再
生
利
用
計
画
に
基

づ
く
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
を
す
る
た
め
の
施
設
の
整
備
に
つ
き
、
市
町
村
が
自
ら
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
要

す
る
費
用
の
一
部
を
、
市
町
村
が
出
資
し
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
が
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
に

対
し
市
町
村
が
補
助
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
七
関
係
） 



 

第
三 

特
別
な
助
成 

 
国
は
、
生
活
環
境
の
保
全
及
び
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
を
す
る
た
め

の
施
設
の
整
備
に
必
要
な
資
金
の
融
通
又
は
そ
の
あ
っ
せ
ん
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
二
条
の
二
関
係
） 

第
四 

そ
の
他 

一 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
二
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
項
関
係
） 

二 

主
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
直
ち
に
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
基
本
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
改
定
を
し
、

か
つ
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
基
本
方
針
の
改
定
は
、
こ
の
法
律
の
施

行
の
日
に
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
項
関
係
） 

三 

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 

 

 


